
日
程
・
場
所

① 

９
月
９
日
（
水
）　

サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
い
い
づ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
塚
市
柏
の
森
九
五
六
ー
四
）

② 
９
月
17
日
（
木
）　

飯
塚
市
穂
波
公
民
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
塚
市
秋
松
四
〇
八
）

③ 

９
月
30
日
（
水
）　

夢
サ
イ
ト
嘉
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嘉
麻
市
大
隈
町
一
二
二
八
ー
一
）

※
①
・
③
の
会
場
に
行
く
場
合
は
、
事
前
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

受
付
時
間　

９
時
30
分
～
14
時
（
※
10
時
～
診
察
開
始
）

相
談
内
容　

肢
体
不
自
由
者
の
補
装
具
費
の
新
規
支
給
・
再
支
給
・
修
理

の
要
否
判
定
、
処
方
及
び
適
合
判
定
。

※
電
動
車
い
す
、
重
度
障
が
い
者
用
意
思
伝
達
装
置
に
つ
い
て
は
、
相

談
の
み
で
判
定
は
行
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
座
位
保
持
装
置
に
つ
い
て

は
事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
。

持
参
品
（
障
が
い
者
ご
本
人
が
ご
来
場
く
だ
さ
い
）

　

◎
印
鑑　

◎
身
体
障
害
者
手
帳　

◎
補
装
具
費
再
支
給
の
場
合
は
、
前

回
支
給
補
装
具　

◎
補
装
具
修
理
の
場
合
は
、
修
理
が
必
要
な
補
装
具

そ
の
他　

詳
し
く
は
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

健
康
福
祉
課 

福
祉
係　

☎
６
５
・
０
０
０
１

平
成
21
年
度

身
体
障
が
い
者
（
児
）
巡
回
相
談

◆ 福祉係 お知らせ

　

19
年
度
か
ら
巡
回
相
談
で
は
、
耳
鼻
咽
喉
科
（
聴
覚
障
が
い
等
）
に
つ
い
て
は
行
い
ま
せ
ん

の
で
、
聴
力
検
査
や
耳
鼻
咽
喉
科
医
師
の
診
察
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
身
体
障
害
者
手

帳
の
診
断
書
の
作
成
や
補
聴
器
の
補
装
具
の
支
給
・
再
支
給
・
修
理
の
要
否
判
定
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
肢
体
不
自
由
に
つ
い
て
も
身
体
障
害
者
手
帳
の
診
断
書
の
作
成
は
行
い
ま
せ
ん
。
地

元
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
指
定
医
師
の
と
こ
ろ
で
、
作
成
し
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆ 福祉係 お知らせ

障
が
い
の
あ
る
方
を
対
象
と
し
た

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
免
除
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

平
成
20
年
10
月
１
日
か
ら
免
除
基
準
が
次
の
と
お
り
変
わ
り
ま
し
た
。

【
全
額
免
除
】

○
「
身
体
障
が
い
者
」「
知
的
障
が
い
者
」「
精
神
障
が
い
者
」
が
世
帯
構

成
員
で
あ
り
、
世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
（
住
民
税
）
非
課
税
の
場
合

※
従
来
の
「
身
体
障
が
い
者
」「
重
度
の
知
的
障
が
い
者
」
か
ら
対
象

を
拡
大
し
ま
し
た
。

※
生
活
状
態
の
条
件
を
「
市
町
村
民
税
非
課
税
」
に
統
一
し
ま
し
た
。

【
半
額
免
除
】

○
視
覚
・
聴
覚
障
が
い
者
が
世
帯
主
の
場
合

※
視
覚
・
聴
覚
障
が
い
者
の
免
除
基
準
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
重
度
の
障
が
い
者
（
身
体
障
が
い
者
、知
的
障
が
い
者
、精
神
障
が
い
者
）

が
世
帯
主
の
場
合

※
従
来
の
「
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
」
か
ら
対
象
を
拡
大
し
ま
し
た
。

問
合
先　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
視
聴
者
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　

☎
０
５
７
０
・
０
７
７
・
０
７
７

　

健
康
福
祉
課 

福
祉
係　

☎
６
５
・
０
０
０
１
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